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台風時における登校について(通知) 
 
 猛暑の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
さて、本校では今年度、台風接近時の登校について、下記のように対応していきますので、再度
お知らせいたします。 
 子供たちの万全なる安全確保と事故の防止に、保護者や地域と共に連絡を十分取りながら連携

していきたいと思います。台風の際には、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いしま
す。 

記 
１ 台風が近づいて来た時 

(1)午前６時から７時００分頃までのテレビやラジオ放送を特に注意して聞いてください。 
(2)暴風警報が出されたら学校へは登校しません。外出はせず、家庭学習をします。 

 
２ 登校前に台風が遠ざかっている時（特に注意） 

(1)テレビ・ラジオを注意して聞いてください。 
(2)暴風警報が解除になった場合は、次のようにしてください。 

 
 
 
 

 
３ 登校後に暴風警報が発令された時 

(1)登校後に台風が急接近し、暴風(特別)警報が発令された場合は、帰りの会で安全指導を十 
分行い、速やかに下校させます。その際、午前中であれば給食を摂らせず下校させること 
もありますのでご了承ください。できる限り、保護者による迎えをお願いします。 

 
４ 登下校時の安全について 

  (1)暴風警報が解除され登下校する場合は、強風や突風に十分注意してください。 
  (2)大雨による土砂くずれの可能性がある場所には近づかない。 
    (3)傘の使用は突風により、バランスを崩し、事故に遭う可能性があります。できるだけ傘の 

使用は避け、カッパを着用して下さい。 
 
５ その他 
 (1)保護者の皆様が、一斉に学校へ問い合わせの電話をかけると、学校の電話が混雑し、緊急 
   の連絡ができなくなってしまいます。各家庭でテレビやラジオ、インターネット等で台風 

情報を正確にキャッチし、上記の通り対応してください。また、めるぽんやホーム 
ページにも情報を掲載致します。ご確認下さい。メーリングサービス登録者（めるぽん） 

に、登校等の情報を提供していきますので、未登録の方は登録をお願いいたします。 
(2)このお知らせは、ご家庭で掲示し、台風が発生した場合は確認してください。 
(3)教育委員会からの指示がある場合は上記の内容に関わらず､休校になる場合があります。  

 
 

① 午前７時までに解除になった場合、通常通り登校します。（給食はあります） 

② 午前７時以降に解除の場合、休校となります。（給食はありません） 


